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別添資料 

・別添１ 利用延人員数計算シート（通所介護・地域密着型通所介護・(介護予防)認知症

対応型通所介護） 

・別添２ 利用延人員数計算シート（通所リハビリテーション） 

・別添３ リハビリテーション・個別機能訓練、栄養管理及び口腔管理の実施に関する基

本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について 

 

 

 

※ 本資料内の画像（右下にページ番号のあるもの）については、厚生労働省「令和３年度

介護報酬改定における改定事項について」より抜粋したものである。 

 

 ※ 上記画像に記載のあるＣＨＡＳＥ及びＶＩＳＩＴについて、令和３年４月１日より、両

方の一体的な運用を開始するとともに、科学的介護の理解と浸透を図る観点から、名称を

「科学的介護情報システム（Long-term care Information system For Evidence）」 （以

下「ＬＩＦＥ」という。）とされている。 
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１ 通所介護・地域密着型通所介護・（介護予防）認知症対応型通所介護 

 

（１）人員に関する基準 

 従業者の員数【通所介護・地域密着型通所介護・（介護予防）認知症対応型通所介護】 

令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Ｖｏｌ．３）（令和３年３月２６日） 

 

○ 生活相談員及び介護職員の配置基準 

問４４ 生活相談員及び介護職員の配置基準について、「生活相談員又は介護職員のうち

１人以上は、常勤でなければならない」こととなっているが、営業日ごと又は単位ごと

に常勤職員を配置する必要があるのか。 

（答） 

営業日ごと又は単位ごとに常勤職員を配置する必要はなく、事業所として常勤の生活相

談員又は介護職員を１名以上確保していれば足りる。 

○ 看護職員と機能訓練指導員の兼務 

問４５ 通所介護等事業所において配置が義務づけられている看護職員は、機能訓練指導

員を兼ねることができるか。 

（答） 

① 指定通所介護事業所及び指定地域密着型通所介護事業所（定員が１１名以上である事

業所に限る）における取扱い 

－ 看護職員の配置基準は、指定通所介護（指定地域密着型通所介護）の単位ごとに、

専ら当該指定通所介護（指定地域密着型通所介護）の提供に当たる看護職員が１以上

確保されるために必要と認められる数を置くべきと定められている。 

－ 機能訓練指導員の配置基準は、指定通所介護事業所（指定地域密着型通所介護事業

所）ごとに１以上と定められている。 

看護職員、機能訓練指導員とも配置時間に関する規定はないことから、看護職員と

しての業務に従事していない時間帯において、機能訓練指導員として勤務することは

差し支えない。 

 

② 指定地域密着型通所介護事業所（定員が１０名以下である事業所に限る）における取

扱い 

－ 看護職員の配置基準は介護職員と一体のものとして定められており、指定地域密着

型通所介護の単位ごとに、指定地域密着型通所介護を提供している時間帯に、専ら指

定地域密着型通所介護の提供に当たる看護職員又は介護職員が勤務している時間数の

合計数を提供単位時間数で除して得た数が１以上確保されるために必要と認められる

数を置くべきと定められている。 

－ 機能訓練指導員の配置基準は、指定地域密着型通所介護事業所ごとに１以上と定め

られている。 

看護職員又は介護職員に係る配置基準を、看護職員により満たしている事業所にあっ

ては、看護職員としての業務に従事していない時間帯において、機能訓練指導員として
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勤務することは差し支えない。（機能訓練指導員として勤務している時間数は、専ら指

定地域密着型通所介護の提供に当たる看護職員としての勤務時間数に含めない。） 

 

③ 認知症対応型通所介護事業所（単独型・併設型事業所に限る。）及び介護予防認知症

対応型通所介護事業所（単独型・併設型事業所に限る。）における取扱い 

－ 看護職員の配置基準は介護職員と一体のものとして定められており、以下のａ及び

ｂを満たす必要があるとされている。 

ａ 指定認知症対応型通所介護（指定介護予防認知症対応型通所介護）の単位ごと

に、指定認知症対応型通所介護の提供に当たる看護職員又は介護職員を１以上配置 

ｂ 指定認知症対応型通所介護（指定認知症対応型通所介護）を提供している時間帯

に、専ら指定認知症対応型通所介護（指定介護予防認知症対応型通所介護）の提供

に当たる看護職員又は介護職員が勤務している時間数の合計数を提供単位時間数で

除して得た数が１以上確保されるために必要と認められる数を配置 

－ 機能訓練指導員の配置基準は、指定認知症対応型通所介護事業所（指定介護予防認

知症対応型通所介護事業所）ごとに１以上と定められている。 

看護職員又は介護職員に係る配置基準を、看護職員により満たしている事業所にあ

っては、 

－ ａの場合は、看護職員、機能訓練指導員とも配置時間に関する規定はないことか

ら、看護職員としての業務に従事していない時間帯において、機能訓練指導員として

勤務することは差し支えない。 

－ ｂの場合は、看護職員としての業務に従事していない時間帯において、機能訓練指

導員として勤務することは差し支えない。（機能訓練指導員として勤務している時間

数は、専ら指定認知症対応型通所介護（指定介護予防認知症対応型通所介護）の提供

に当たる看護職員としての勤務時間数に含めない。） 

 

なお、①②③いずれの場合においても、都道府県・市町村においては、看護職員として

の業務と機能訓練指導員の業務のいずれも行う職員が、本来の業務である利用者の健康管

理や観察を行いつつ、機能訓練指導員の業務をなし得るのかについて、事業所ごとにその

実態を十分に確認することが必要である。 

従業者の員数【（介護予防）認知症対応型通所介護】 
令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Ｖｏｌ．３）（令和３年３月２６日） 

 

○ 認知症対応型通所介護と介護予防認知症対応型通所介護が一体的に行われている場合 

問１０６ 認知症対応型通所介護と介護予防認知症対応型通所介護を一体的に行う事業所

にあっては、それぞれの事業ごとに利用定員を定めるのか。それとも両事業の利用者を

合算して利用定員を定めるのか。また、利用者の数が利用定員を超える場合（いわゆる

定員超過減算）については、どのように取り扱うべきか。 

（答） 

認知症対応型通所介護と介護予防認知症対応型通所介護が一体的に行われている事業所
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にあっては、認知症対応型通所介護の利用者と介護予防認知症対応型通所介護の利用者と

の合算により利用定員を定めるものである。従って、例えば利用定員が１２人の事業所に

あっては、認知症対応型通所介護の利用者と介護予防認知症対応型通所介護の利用者の合

計が１２人を超えた場合に、認知症対応型通所介護事業と介護予防認知症対応型通所介護

事業それぞれについて定員超過減算が適用される。 

 

（２）運営に関する基準 

 地域との連携等【通所介護・地域密着型通所介護・（介護予防）認知症対応型通所介護】 

各運営基準では、事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対してサービ

スを提供する場合の取扱いを示している。例えば通所介護については以下のとおり。 

「指定通所介護事業者は、指定通所介護事業所の所在する建物と同一の建物に居住する

利用者に対して指定通所介護を提供する場合には、当該建物に居住する利用者以外の者に

対しても指定通所介護の提供を行うよう努めなければならない。」（令和３年度新設） 

 これは、高齢者向け集合住宅等と同一の建物に所在する事業所が当該高齢者向け集合住

宅等に居住する要介護者にサービスを提供する場合、当該高齢者向け集合住宅等に居住す

る要介護者のみを対象としたサービス提供が行われないよう、正当な理由がある場合（※

）を除き、地域包括ケア推進の観点から地域の要介護者にもサービス提供を行うよう努め

なければならないことを定めたものである。 
（※）「正当な理由がある場合」とは、次のとおり。 
ａ 当該事業所の現員からは利用申込に応じきれない場合 
ｂ 利用申込者の居住地が当該事業所の通常の事業の実施地域外である場合 
ｃ その他利用申込者に対し自ら適切なサービスを提供することが困難な場合 

 

（３）報酬に関する基準 

① 事業所規模【通所介護】 

ａ 通所介護費等の算定に当たっては、前年度（３月を除く）の１月当たりの平均利用延人

員数により、算定すべき通所介護費等を区分することとされているため、翌年度の事業所

規模による区分を、毎年３月に確認すること。 

確認の結果、翌年度の事業所規模区分に変更がある場合、３月１５日までに届け出るこ

と。なお、届出の要否にかかわらず、計算結果を記載した書類は５年間保管すること。 

 

事業所規模による区分 

区   分 １月当たりの平均利用者延人員数 

通常規模型事業所 ７５０人以下 

大規模型事業所（Ⅰ） ７５１人以上 ９００人以下 

大規模型事業所（Ⅱ） ９０１人以上 

【指導事例】 

・ 事業所規模に応じた算定の根拠となる前年度の１月当たりの平均利用延人員数を算出

していなかった。 
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ｂ 事業所規模のチェック方法に大きな変更はないが、報酬改定（下記（※）参照）に基づ

き、各月の利用延人員数及び前年度の１月当たりの平均利用延人員数の算定の補助用とし

て国より新様式「利用延人員数計算シート」が示されている。（別添１のとおり） 

なお、当該様式の指導監査課ホームページ掲載場所は以下のとおり。 

 

トップページ > 事業者 > 福祉 > 介護サービス事業者の方へ >  

通所介護・予防給付型通所サービスの介護給付費算定に係る体制等に関する届出 

（ページ番号：１０２５７４５） 

 

（※）「通所介護等において感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の減少が一定

以上生じている場合の評価に係る基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の

提示について」（老認発０３１６第４号・老老発０３１６第３号令和３年３月１６

日厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課長、老人保健課長連名通知） 

 

ｃ 通所介護等において感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の減少が一定以上生じ

ている場合の事業所規模別の報酬区分の決定に係る特例による評価については、上記ｂ－

（※）の通知を参照すること。 

 

② 所要時間による区分の取扱い【通所介護・地域密着型通所介護・（介護予防）認知症対

応型通所介護】 

（令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Ｖｏｌ．３）（令和３年３月２６日）） 

 

○ 所要時間区分の設定 

問２３ 所要時間区分（６時間以上７時間未満、７時間以上８時間未満等）は、あらかじ

め事業所が確定させておかなければならないのか。利用者ごとに所要時間区分を定める

ことはできないのか。 

（答） 

各利用者の通所サービスの所要時間は、利用者の心身の状況、希望及びその置かれてい

る環境を踏まえて作成される通所サービス計画に位置づけられた内容によって個別に決ま

るものであり、各利用者の所要時間に応じた区分で請求することとなる。運営規程や重要

事項説明書に定める事業所におけるサービス提供時間は、これらを踏まえて適正に設定す

る必要がある。 

 

※ 平成２４年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（ｖｏｌ．２）（平成２４年３月３０日）

問９は削除する。 

○ サービス提供にあたっての所要時間と所要時間区分の考え方 

問２４ 各所要時間区分の通所サービス費を請求するにあたり、サービス提供時間の最低

限の所要時間はあるのか。 
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（答） 

・ 所要時間による区分は現に要した時間ではなく、通所サービス計画に位置づけられた

通所サービスを行うための標準的な時間によることとされており、例えば通所介護計画

に位置づけられた通所介護の内容が８時間以上９時間未満であり、当該通所介護計画書

どおりのサービスが提供されたのであれば、８時間以上９時間未満の通所介護費を請求

することになる。 

・ ただし、通所サービスの提供の開始に際しては、予めサービス提供の内容や利用料等

の重要事項について、懇切丁寧に説明を行った上で同意を得ることとなっていることか

ら、利用料に応じた、利用者に説明可能なサービス内容となっている必要があることに

留意すること。 

 

※ 平成２４年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（ｖｏｌ．１）（平成２４年３月１６日）

問５８は削除する。 

 

③ 延長加算【通所介護・地域密着型通所介護・（介護予防）認知症対応型通所介護】 

（令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Ｖｏｌ．３）（令和３年３月２６日）） 

 

○ 延長加算 

問２７ 所要時間が８時間未満の場合でも、延長加算を算定することはできるか。 

（答） 

延長加算は、所要時間８時間以上９時間未満の指定通所介護等を行った後に引き続き日

常生活上の世話を行った場合等に算定するものであることから、算定できない。 

○ 延長加算 

問２８ サービス提供時間の終了後から延長加算に係るサービスが始まるまでの間はどの

ような人員配置が必要となるのか。 

（答） 

延長加算は、所要時間８時間以上９時間未満の指定通所介護等を行った後に引き続き日

常生活上の世話を行った場合等に算定するものであることから、例えば通所介護等のサー

ビス提供時間を８時間３０分とした場合、延長加算は８時間以上９時間未満に引き続き、

９時間以上から算定可能である。サービス提供時間終了後に日常生活上の世話をする時間

帯（９時間に到達するまでの３０分及び９時間以降）については、サービス提供時間では

ないことから、事業所の実情に応じて適当数の人員を配置していれば差し支えないが、安

全体制の確保に留意すること。 

 

※ 平成２４年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（ｖｏｌ．１）（平成２４年３月１６日）

問６０は削除する。 

○ 延長サービスに係る利用料 

問２９ 延長サービスに係る利用料はどのような場合に徴収できるのか。 

（答） 
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通常要する時間を超えた場合の延長サービスに係る利用料については、サービス提供時

間が９時間未満である場合において行われる延長サービスやサービス提供時間が１４時間

以上において行われる延長サービスについて徴収できるものである。また、サービス提供

時間が１４時間未満である場合において行われる延長サービスについて、延長加算にかえ

て徴収することができる。（同一時間帯について延長加算に加えて利用料を上乗せして徴

収することはできない。）なお、当該延長加算を算定しない場合においては、延長サービ

スに係る届出を行う必要はない。 

 

（参考）延長加算及び延長サービスに係る利用料徴収の例 

① サービス提供時間が８時間であって、６時間延長サービスを実施する場合 

→８時間までの間のサービス提供に係る費用は、所要時間区分が８時間以上９時間未満

の場合として算定し、９時間以降１４時間までの間のサービス提供に係る費用は、延長加

算を算定する。 

② サービス提供時間が８時間であって、７時間延長サービスを実施する場合 

→８時間までの間のサービス提供に係る費用は、所要時間区分が８時間以上９時間未満

の場合として算定し、９時間以降１４時間までの間のサービス提供に係る費用は、延長加

算を算定し、１４時間以降１５時間までの間のサービス提供に係る費用は、延長サービス

に係る利用料として徴収する。 

 

※ 平成２４年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（ｖｏｌ．１）（平成２４年３月１６日）

問６２は削除する。 
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④ 入浴介助加算【通所介護・地域密着型通所介護・（介護予防）認知症対応型通所介護】

（令和３年度一部改正） 

（厚生労働省「令和３年度介護報酬改定における改定事項について」抜粋） 

【留意点】 

・ 入浴介助加算（Ⅰ）は、入浴中の利用者の観察を含む介助を行う場合について算定されるも

のであるが、この場合の「観察」とは、自立生活支援のための見守り的援助のことであり、利

用者の自立支援や日常生活動作能力などの向上のために、極力利用者自身の力で入浴し、必要

に応じて介助、転倒予防のための声かけ、気分の確認などを行うことにより、結果として、身

体に直接接触する介助を行わなかった場合についても、加算の対象となるものであること。な

お、この場合の入浴には、利用者の自立生活を支援する上で最適と考えられる入浴手法が、部

分浴（シャワー浴含む）等である場合は、これを含むものとする。 

・ 通所介護計画（地域密着型通所介護計画及び（介護予防）認知症対応型通所介護計画を含む。

以下同じ）上、入浴の提供が位置付けられている場合に、利用者側の事情により、入浴を実施

しなかった場合については、加算を算定できない。 

・ 個別の入浴計画に相当する内容を通所介護計画の中に記載する場合は、その記載をもって個

別の入浴計画の作成に代えることができる。 

 

令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Ｖｏｌ．８）（令和３年４月２６日） 
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○ 入浴介助加算（Ⅱ） 

問１ 入浴介助加算（Ⅱ）は、利用者が居宅において利用者自身で又は家族等の介助によ

り入浴を行うことができるようになることを目的とするものであるが、この場合の「居

宅」とはどのような場所が想定されるのか。 

（答） 

・ 利用者の自宅（高齢者住宅（居室内の浴室を使用する場合のほか、共同の浴室を使用

する場合も含む。）を含む。）のほか、利用者の親族の自宅が想定される。なお、自宅

に浴室がない等、具体的な入浴場面を想定していない利用者や、本人が希望する場所で

入浴するには心身機能の大幅な改善が必要となる利用者にあっては、以下①～⑤をすべ

て満たすことにより、当面の目標として通所介護等での入浴の自立を図ることを目的と

して、同加算を算定することとしても差し支えない。 

① 通所介護等事業所の浴室において、医師、理学療法士、作業療法士、介護福祉士、

介護支援専門員等（利用者の動作及び浴室の環境の評価を行うことができる福祉用具

専門相談員、機能訓練指導員を含む。）が利用者の動作を評価する。 

② 通所介護等事業所において、自立して入浴することができるよう必要な設備（入浴

に関する福祉用具等）を備える。 

③ 通所介護等事業所の機能訓練指導員等が共同して、利用者の動作を評価した者等と

の連携の下で、当該利用者の身体の状況や通所介護等事業所の浴室の環境等を踏まえ

た個別の入浴計画を作成する。なお、個別の入浴計画に相当する内容を通所介護計画

の中に記載する場合は、その記載をもって個別の入浴計画の作成に代えることができ

るものとする。 

④ 個別の入浴計画に基づき、通所介護等事業所において、入浴介助を行う。 

⑤ 入浴設備の導入や心身機能の回復等により、通所介護等以外の場面での入浴が想定

できるようになっているかどうか、個別の利用者の状況に照らし確認する。 

・ なお、通所リハビリテーションについても同様に取り扱う。 

問３ 入浴介助加算（Ⅱ）については、算定にあたって利用者の居宅を訪問し、浴室にお

ける当該利用者の動作及び浴室の環境を評価することとなっているが、この評価は算定

開始後も定期的に行う必要があるのか。 

（答） 

当該利用者の身体状況や居宅の浴室の環境に変化が認められた場合に再評価や個別の入

浴計画の見直しを行うこととする。 

問４ 入浴介助加算（Ⅱ）では、個別の入浴計画に基づき、個浴その他の利用者の居宅の

状況に近い環境にて、入浴介助を行うこととなっているが、この場合の入浴介助とは具

体的にどのような介助を想定しているのか。 

（答） 

利用者の入浴に係る自立を図る観点から、入浴に係る一連の動作のうち、利用者が自身

の身体機能のみを活用し行うことができる動作については、引き続き実施できるよう見守

り的援助を、介助を行う必要がある動作については、利用者の状態に応じた身体介助を行

う。なお、入浴介助加算（Ⅱ）の算定にあたっての関係者は、利用者の尊厳の保持に配慮
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し、その状態に応じ、利用者自身で又は家族等の介助により入浴ができるようになるよ

う、常日頃から必要な介護技術の習得に努めるものとする。 

 

＜参考：利用者の状態に応じた身体介助の例＞ 

※ 以下はあくまでも一例であり、同加算算定に当たって必ず実施しなければならないも

のではない。 

○ 座位保持ができるかつ浴槽をまたぐ動作が難しい利用者が浴槽に出入りする場合 

利用者の動作 介助者の動作 

 シャワーチェア（座面の高さが浴槽の高さ

と同等のもの）、浴槽用手すり、浴槽内い

すを準備する。 

シャワーチェアに座る。  

シャワーチェアから腰を浮かせ、浴

槽の縁に腰掛ける。 

介助者は、利用者の足や手の動作の声かけ

をする。必要に応じて、利用者の上半身や

下肢を支える。 

足を浴槽に入れる。 介助者は利用者の体を支え、足を片方ずつ

浴槽に入れる動作の声かけをする。必要に

応じて、利用者の上半身を支えたり、浴槽

に足を入れるための持ち上げ動作を支え

る。 

ゆっくり腰を落とし、浴槽内いすに

腰掛けて、湯船につかる。 

声かけをし、必要に応じて、利用者の上半

身を支える。 

浴槽用手すりにつかまって立つ。 必要に応じて、利用者の上半身を支える。 

浴槽の縁に腰掛け、浴槽用手すりを

つかみ、足を浴槽から出す。 

必要に応じて、浴槽台を利用し、利用者の

上半身を支えたり、浴槽に足を入れるため

の持ち上げ動作を支える。 

浴槽の縁から腰を浮かせ、シャワー

チェアに腰掛ける。 

必要に応じて、利用者の上半身や下肢を支

える。 

シャワーチェアから立ち上がる。  

 

 

○ 入浴介助加算（Ⅰ）及び（Ⅱ） 

問６ 同一事業所において、入浴介助加算（Ⅰ）を算定する者と入浴介助加算（Ⅱ）を

算定する者が混在しても差し支えないか。（以下、略） 

（答） 

前段については、差し支えない。（以下、略） 
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⑤ 個別機能訓練加算【通所介護、地域密着型通所介護】 （令和３年度一部改正） 

（厚生労働省「令和３年度介護報酬改定における改定事項について」抜粋） 

【留意点】 
・ 個別機能訓練加算(Ⅰ)ロの算定にあたっては、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療

法士等を１名以上配置することに加えて、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士

等を指定通所介護（指定地域密着型通所介護）を行う時間帯を通じて１名以上配置すること。 
・ 個別機能訓練目標の設定にあたっては、当該利用者の意欲の向上につながるよう長期目標

・短期目標のように段階的な目標とするなど可能な限り具体的かつ分かりやすい目標とする

こと。また、単に身体機能の向上を目指すことのみを目標とするのではなく、日常生活にお

ける生活機能の維持・向上を目指すことを含めた目標とすること。 
・ 個別機能訓練項目の設定にあたっては、利用者の生活機能の向上に資するよう複数の種類

の機能訓練の項目を準備し、その項目の選択に当たっては、利用者の生活意欲の向上に繋が

るよう利用者を援助すること。 
・ 個別機能訓練計画に相当する内容を通所介護計画（地域密着型通所介護計画を含む）の中

に記載する場合は、その記載をもって個別機能訓練計画の作成に代えることができるものと

する。 
・ 個別機能訓練加算(Ⅰ)イ及び個別機能訓練加算(Ⅰ)ロに係る個別機能訓練は、類似の目標を

持ち、同様の訓練項目を選択した５人程度以下の小集団（個別対応含む）に対して機能訓練

指導員が直接行うこととし、必要に応じて事業所内外の設備等を用いた実践的かつ反復的な

訓練とすること。また、本加算に係る個別機能訓練は、概ね週１回以上実施することを目安

とする。 
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・ 機能訓練指導員等が利用者の居宅を訪問し、利用者の居宅での生活状況を確認した上で、個

別機能訓練計画を作成すること。また、その後３月ごとに１回以上、利用者の居宅を訪問した

上で、当該利用者の居宅における生活状況をその都度確認するとともに、当該利用者又はその

家族に対して、個別機能訓練計画の進捗状況等を説明し、必要に応じて個別機能訓練計画の見

直し等を行っていること。 
・ 個別機能訓練加算(Ⅰ)イを算定している場合は個別機能訓練加算(Ⅰ)ロを算定することはで

きない。また個別機能訓練加算(Ⅰ)ロを算定している場合は、個別機能訓練加算(Ⅰ)イを算定

することはできない。 
・ 個別機能訓練計画に基づく個別機能訓練の実施が予定されていた場合でも、利用者の都合等

により実際に個別機能訓練が実施されなかった場合は、個別機能訓練加算(Ⅰ)イ及び個別機能

訓練加算(Ⅰ)ロを算定することはできない。 
・ 個別機能訓練加算（Ⅱ）について、利用者ごとの個別機能訓練計画書の内容等の情報を厚生

労働省に提出し、機能訓練の実施に当たって、当該情報その他機能訓練の適切かつ有効な実施

のために必要な情報を活用していること。 
 

（令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Ｖｏｌ．３）（令和３年３月２６日）） 

 

○ 個別機能訓練加算（Ⅰ）ロの人員配置要件 

問４９ 個別機能訓練加算（Ⅰ）ロにおいては、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理

学療法士等を１名以上配置することに加えて、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理

学療法士等をサービス提供時間帯を通じて１名以上配置することとなっているため、合

計で２名以上の理学療法士等を配置する必要があるということか。 

（答） 

貴見のとおり。 

○ 個別機能訓練加算（Ⅰ）イ及びロの人員配置要件 

問５０ 個別機能訓練加算（Ⅰ）ロにおいては、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理

学療法士等を１名以上配置することに加えて、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理

学療法士等をサービス提供時間帯を通じて１名以上配置することとなっているが、専ら

機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を１名しか確保できない日がある場合、

当該日は個別機能訓練加算（Ⅰ）ロに代えて個別機能訓練加算（Ⅰ）イを算定してもよ

いか。 

（答） 

差し支えない。ただし、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を１名以上

配置しているのみの場合と、これに加えて専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法

士等をサービス提供時間帯を通じて１名以上配置している場合では、個別機能訓練の実施

体制に差が生じるものであることから、営業日ごとの理学療法士等の配置体制について、

利用者にあらかじめ説明しておく必要がある。 

○ 個別機能訓練加算（Ⅰ）イ及びロの人員配置要件 

問５１ 個別機能訓練加算（Ⅰ）イ及びロにおいては、個別機能訓練計画を作成するにあ
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たり、利用者の居宅を訪問し、利用者の居宅での生活状況の確認等を行うこととなって

いるが、利用者の居宅を訪問している時間については、人員配置基準上、確保すべき勤

務延時間数に含めることとしてもよいか。 

（答） 

・ 機能訓練指導員については、個別機能訓練加算（Ⅰ）ロの場合のみ、サービス提供時

間帯を通じて専従での配置を求めているが、利用者の居宅を訪問している時間について

は、個別機能訓練の実施に支障がない範囲においては、配置されているものとみなして

差し支えない。（なお、個別機能訓練加算（Ⅰ）イについては、配置時間の定めはな

い。） 

・ 生活相談員については、個別機能訓練加算にかかるものか否かを問わず、「利用者宅

を訪問し、在宅での生活の状況を確認した上で、利用者の家族も含めた相談・援助のた

めの時間」は確保すべき勤務延時間数に含めることができることとなっている。 

・ なお、介護職員については、利用者の居宅を訪問している時間については、確保す

べき勤務延時間数に含めることができず 、看護職員については、利用者の居宅を訪問

する看護職員とは別に看護職員が確保されていない場合においては、利用者の居宅を訪

問する看護職員は、利用者の居宅を訪問している時間帯を通じて同加算を算定する事業

所と密接かつ適切な連携を図る必要がある。 

※ 平成２７年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（ｖｏｌ．１）（平成２７年４月１日）問

４８は削除する。 

○ 個別機能訓練加算（Ⅰ）イ及びロの人員配置要件 

問５２ 個別機能訓練加算（Ⅰ）イにおいては、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理

学療法士等を１名以上配置することとなっている。また個別機能訓練加算（Ⅰ）ロにお

いては、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を１名以上配置することに

加えて、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等をサービス提供時間帯を通

じて１名以上配置することとなっているが、これらの理学療法士等は病院、診療所、訪

問看護ステーション等との連携により確保することとしてもよいか。 

（答） 

個別機能訓練加算（Ⅰ）イ及びロについては、いずれの場合も、当該加算を算定する事

業所に理学療法士等を配置する必要があることから、事業所以外の機関との連携により確

保することは認められない。 

※ 平成２７年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（ｖｏｌ．１）（平成２７年４月１日）問

４１は削除する。 

○ 個別機能訓練加算（Ⅰ）ロの人員配置要件 

問５３ 個別機能訓練加算（Ⅰ）ロにおいては、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理

学療法士等を１名以上配置することに加えて、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理

学療法士等をサービス提供時間帯を通じて１名以上配置することとなっているが、個別

機能訓練加算（Ⅰ）ロは、この要件に基づき、合計で２名以上の理学療法士等を配置し

ている時間帯において個別機能訓練を実施した利用者に対してのみ算定することができ

るのか。 
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（答） 

貴見のとおり。例えばサービス提供時間が９時から１７時である通所介護等事業所にお

いて、 

－ ９時から１２時：専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を１名配置 

－ ９時から１７時：専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を１名配置 

した場合、９時から１２時までに当該理学療法士等から個別機能訓練を受けた利用者に対

してのみ、個別機能訓練加算（Ⅰ）ロを算定することができる。（１２時以降１７時まで

に当該理学療法士等から個別機能訓練を受けた利用者については、個別機能訓練加算（Ⅰ

）イを算定することができる。） 

○ 個別機能訓練加算（Ⅰ）イ又はロと第一号通所事業の運動器機能向上加算との関係 

問５４ 第一号通所事業と一体的に運営される通所介護において、個別機能訓練加算（Ⅰ

）イ又はロを算定するために配置された機能訓練指導員が、第一号通所事業の運動器機

能向上加算を算定するために配置された機能訓練指導員を兼務できるのか。 

（答） 

通所介護の個別機能訓練の提供及び第一号通所事業の運動器機能向上サービスの提供、

それぞれに支障のない範囲で兼務することが可能である。 

※ 平成２４年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（ｖｏｌ．１）（平成２４年３月１６日）

問６９は削除する。 

○ 機能訓練指導員が専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を兼務した場合

の個別機能訓練加算（Ⅰ）イ又はロの算定 

問５５ 個別機能訓練加算（Ⅰ）イ又はロにおいては、専ら機能訓練指導員の職務に従事

する理学療法士等を配置する必要があるが、通所介護事業所（地域密着型通所介護事業

所）において配置が義務づけられている機能訓練指導員に加えて、専ら機能訓練指導員

の職務に従事する理学療法士等を配置する必要があるのか。 

（答） 

・ 機能訓練指導員の配置基準は、指定通所介護事業所（指定地域密着型通所介護事業所

）ごとに１以上とされている。この基準により配置された機能訓練指導員が「専ら機能

訓練指導員の職務に従事する理学療法士等」である場合は、個別機能訓練加算（Ⅰ）イ

の算定要件や個別機能訓練加算（Ⅰ）ロの算定要件の一つである「専ら機能訓練指導員

の職務に従事する理学療法士等を１名以上配置」を満たすものとして差し支えない。 

・ また、この基準により配置された機能訓練指導員が「専ら機能訓練指導員の職務に従

事する理学療法士等」であって「サービス提供時間帯を通じて」配置されている場合に

あっては個別機能訓練加算（Ⅰ）ロの算定要件である「専ら機能訓練指導員の職務に従

事する理学療法士等をサービス提供時間帯通じて１名以上配置」を満たすものとして差

し支えない。 

・ このため、具体的には以下①②のとおりとなる。 

① 機能訓練指導員の配置基準により配置された機能訓練指導員が、「専ら機能訓練指導

員の職務に従事する理学療法士等」である場合 

－ 個別機能訓練加算（Ⅰ）イを取得する場合は、機能訓練指導員の配置基準により配置
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された機能訓練指導員が「専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等」である

ことから、これに加えて「専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等」を配置

することなく、同加算の人員配置に係る要件を満たすことが可能である。 

－ 個別機能訓練加算（Ⅰ）ロを取得する場合は、機能訓練指導員の配置基準により配置

された機能訓練指導員が「専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等」である

ことから、これに加えて「サービス提供時間帯を通じて専ら機能訓練指導員の職務に従

事する理学療法士等」を配置すれば、同加算の人員配置に係る要件を満たすことが可能

である。 

② 機能訓練指導員の配置基準により配置された機能訓練指導員が、「専ら機能訓練指導

員の職務に従事する理学療法士等」であって、サービス提供時間帯を通じて配置される

場合 

－ 個別機能訓練加算（Ⅰ）イを取得する場合は、機能訓練指導員の配置基準により配置

された機能訓練指導員が「専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等」である

ことから、これに加えて「専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等」を配置

することなく、同加算の人員配置に係る要件を満たすことが可能である。 

－ 個別機能訓練加算（Ⅰ）ロを取得する場合は、機能訓練指導員の配置基準により配置

された機能訓練指導員が、「専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等」であ

って、サービス提供時間帯を通じて配置されていることから、これに加えて「専ら機能

訓練指導員の職務に従事する理学療法士等」を配置すれば、同加算の人員配置に係る要

件を満たすことが可能である。 

○ 看護職員が専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を兼務した場合の個別

機能訓練加算（Ⅰ）イ又はロの算定 

問５６ 個別機能訓練加算（Ⅰ）イ又はロにおいては、専ら機能訓練指導員の職務に従事

する理学療法士等を配置する必要があるが、通所介護（地域密着型通所介護）事業所に

配置が義務づけられている看護職員がこれを兼ねることは可能か。 

（答） 

① 指定通所介護事業所及び指定地域密着型通所介護事業所（定員が１１名以上である事

業所に限る）における取扱い 

この場合、看護職員の配置基準は、指定通所介護（指定地域密着型通所介護）の単位

ごとに、専ら当該指定通所介護（地域密着型通所介護）の提供に当たる看護職員が１以

上確保されるために必要と認められる数を置くべきと定められており、配置時間に関す

る規定はないことから、看護職員としての業務に従事していない時間帯において、個別

機能訓練加算（Ⅰ）イの算定要件や個別機能訓練加算（Ⅰ）ロの算定要件の一つである

「専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等」として勤務することは差し支え

ない。 

② 指定地域密着型通所介護事業所（定員が１０名以下である事業所に限る）における取

扱い 

この場合、看護職員の配置基準は介護職員と一体のものとして定められており、指定

地域密着型通所介護の単位ごとに、指定地域密着型通所介護を提供している時間帯に、
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専ら指定地域密着型通所介護の提供に当たる看護職員又は介護職員が勤務している時間

数の合計数を提供単位時間数で除して得た数が１以上確保されるために必要と認められ

る数を置くべきとされている。この配置基準を看護職員により満たしている事業所にあ

っても、看護職員としての業務に従事していない時間帯において、個別機能訓練加算（

Ⅰ）イの算定要件や個別機能訓練加算（Ⅰ）ロの算定要件の一つである「専ら機能訓練

指導員の職務に従事する理学療法士等」として勤務することは差し支えない。（「専ら

機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等」として勤務している時間数は、専ら指

定地域密着型通所介護の提供に当たる看護職員としての勤務時間数に含めない。） 

なお、①②いずれの場合においても、都道府県・市町村においては、看護職員として

の業務と専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等としての業務のいずれも行

う職員が、本来の業務である利用者の健康管理や観察を行いつつ、個別機能訓練加算（

Ⅰ）イ又はロの要件を満たすような業務をなし得るのかについて、加算算定事業所ごと

にその実態を十分に確認することが必要である。 

※ 平成２４年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（ｖｏｌ．１）（平成２４年３月１６日）

問７２は削除する。 

○ 看護職員かつ機能訓練指導員である者が、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学

療法士等を兼務した場合の個別機能訓練加算（Ⅰ）イ又はロの算定 

問５７ 個別機能訓練加算（Ⅰ）イ又はロにおいては、専ら機能訓練指導員の職務に従事

する理学療法士等を配置する必要があるが、通所介護（地域密着型通所介護）事業所に

配置が義務づけられている看護職員かつ機能訓練指導員である者がこれを兼ねることは

可能か。 

（答） 

問４５（看護職員と機能訓練指導員の兼務）、問５５（機能訓練指導員が専ら機能訓練

指導員の職務に従事する理学療法士等を兼務した場合の個別機能訓練加算（Ⅰ）イ又はロ

の算定）、問５６（看護職員が専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を兼務

した場合の個別機能訓練加算（Ⅰ）イ又はロの算定）によれば、以下のとおりの解釈とな

る。 

① 指定通所介護事業所及び指定地域密着型通所介護事業所（定員が１１名以上である事

業所に限る）における取扱い 

看護職員としての業務に従事していない時間帯において、配置が義務づけられている

機能訓練指導員かつ個別機能訓練加算（Ⅰ）イの算定要件や個別機能訓練加算（Ⅰ）ロ

の算定要件の一つである「専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等」として

勤務することは差し支えない。 

② 指定地域密着型通所介護事業所（定員が１０名以下である事業所に限る）における取

扱い 

看護職員又は介護職員に係る配置基準を、看護職員により満たしている事業所にあっ

ては、看護職員としての業務に従事していない時間帯において、配置が義務づけられて

いる機能訓練指導員かつ個別機能訓練加算（Ⅰ）イの算定要件や個別機能訓練加算（Ⅰ

）ロの算定要件の一つである「専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等」と
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して勤務することは差し支えない。（配置が義務づけられている機能訓練指導員かつ専

ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等として勤務している時間数は、専ら指

定地域密着型通所介護の提供に当たる看護職員としての勤務時間数に含めない。） 

〇 個別機能訓練加算（Ⅰ）イ又はロと中重度者ケア体制加算を併算定する場合の取扱い 

問５９ 個別機能訓練加算（Ⅰ）イ又はロにおいては、専ら機能訓練指導員の職務に従事

する理学療法士等を配置する必要があるが、中重度者ケア体制加算を算定する場合に配

置が必要となる看護職員がこれを兼ねることは可能か。 

（答） 

中重度者ケア体制加算を算定するにあたっての人員配置に係る要件は、 

ａ 通所介護等事業所に配置が必要とされる看護職員又は介護職員の数に加え、看護職員

又は介護職員を常勤換算方法で２以上確保していること。 

ｂ 指定通所介護等を行う時間帯を通じて、専ら当該通所介護等の提供に当たる看護職員

を１名以上配置していること。 

としており、これに照らせば、ａにより配置された看護職員にあっては、中重度者ケア体

制加算の算定に係る看護職員としての業務に従事していない時間帯において、個別機能訓

練加算（Ⅰ）イの算定要件や個別機能訓練加算（Ⅰ）ロの算定要件の一つである「専ら機

能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等」として勤務することは差し支えない。ｂに

より配置された看護職員は、「指定通所介護等を行う時間帯を通じて、専ら通所介護等の

提供に当たる看護職員」である必要があることから、同一営業日において「専ら機能訓練

指導員の職務に従事する理学療法士等」として勤務することはできない。 

○ 宿泊サービスを長期に利用している者に係る個別機能訓練加算（Ⅰ）イ又はロの算定 

問６０ 個別機能訓練加算（Ⅰ）イ及びロについては、個別機能訓練計画を作成するにあ

たり、利用者の居宅を訪問し、利用者の居宅での生活状況の確認等を行うこととなって

いるが、通所介護等事業所において、長期にわたり、いわゆる「宿泊サービス」を利用

している利用者に関しては、どのように対応すればよいか。 

（答） 

個別機能訓練加算（Ⅰ）イ及びロは、利用者ごとに心身の状態や居宅の環境をふまえた

個別機能訓練計画を作成し、当該計画に基づき機能訓練を行うことで、利用者の生活機能

の維持・向上を図り、住み慣れた地域で居宅において可能な限り自立して暮らし続けるこ

とを目指すために設けているものである。このため、いわゆる「宿泊サービス」を長期に

わたって利用しており、居宅で生活していない利用者に対して、同加算を算定すること

は基本的には想定されない が、例えば、今後宿泊サービスの利用を終了し居宅での生活

を再開する予定である利用者について、利用者とともに居宅を訪問し、居宅での生活にあ

たっての意向等を確認した上で、居宅での生活再開に向けた個別機能訓練を実施する等の

場合にあっては、同加算の算定も想定されうるものである。 

※ 平成２７年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（ｖｏｌ．１）（平成２７年４月１日）問

４７は削除する。 

○ 個別機能訓練加算（Ⅰ）イ及びロの訓練項目① 

問６３ 個別機能訓練加算（Ⅰ）イ及びロにおいては、個別機能訓練の実施にあたり、利
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用者の生活機能の向上に資するよう複数の種類の訓練項目を準備し、その項目の選択に

当たっては、利用者の生活意欲が増進されるよう利用者を援助することとなっている

が、どのくらいの種類の訓練項目を準備しておくことが必要なのか。 

（答） 

複数の種類の訓練項目を設けることの目的は、機能訓練指導員その他の職員から助言等

を受けながら、利用者が主体的に訓練項目を選択することによって、生活意欲が増進さ

れ、機能訓練の効果が増大することである。よって、仮に訓練項目の種類が少なくても、

目的に沿った効果が期待できるときは、同加算の算定要件を満たすものである。 

※ 平成２４年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（ｖｏｌ．１）（平成２４年３月１６日）

問７０は削除する。 

〇 個別機能訓練加算(Ⅰ)イ及びロの訓練項目② 

問６４ 個別機能訓練加算（Ⅰ）イ及びロにおいては、個別機能訓練の実施にあたり、利

用者の生活機能の向上に資するよう複数の種類の訓練項目を準備し、その項目の選択に

当たっては、利用者の生活意欲が増進されるよう利用者を援助することとなっている

が、類似する訓練項目を準備した場合でも、複数の種類の訓練項目と認められるのか。 

（答） 

類似する訓練項目であっても、利用者によって、当該訓練項目を実施することで達成す

べき目標が異なる場合もあることから、利用者が主体的に訓練項目を選択することによっ

て、生活意欲が増進され、機能訓練の効果が増大することが見込まれる限り、準備された

訓練項目が類似していることをもって、同加算の算定要件を満たさないものとはならな

い。こうした場合、当該事業所の機能訓練に対する取組み及びサービス提供の実態等を総

合的に勘案して判断されるものである。 

※ 平成２４年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（ｖｏｌ．１）（平成２４年３月１６日）

問７１は削除する。 

○ 個別機能訓練加算（Ⅰ）イ及びロの訓練時間 

問６５ 個別機能訓練加算（Ⅰ）イ及びロに係る個別機能訓練時間については、個別機能

訓練計画に定めた訓練項目の実施に必要な１回あたりの訓練時間を考慮し適切に設定す

ることとなっているが、具体的な目安はあるのか。 

（答） 

１回あたりの訓練時間は、利用者のニーズや心身の状態等を踏まえて設定された個別機

能訓練計画の目標等を勘案し、必要な時間数を確保するものである。例えば「自宅でご飯

を食べたい」という目標を設定した場合の訓練内容は、配膳等の準備、箸（スプーン、フ

ォーク）使い、下膳等の後始末等の食事に関する一連の行為の全部又は一部を実践的かつ

反復的に行う訓練が想定される。これらの訓練内容を踏まえて利用日当日の訓練時間を適

正に設定するものであり、訓練の目的・趣旨を損なうような著しく短時間の訓練は好まし

くない。なお、訓練時間については、利用者の状態の変化や目標の達成度等を踏まえ、必

要に応じて適宜見直し・変更されるべきものである。 

※ 平成２４年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（ｖｏｌ．１）（平成２４年３月１６日）

問６６は削除する。 
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⑥ 個別機能訓練加算【認知症対応型通所介護】（令和３年度一部改正） 

（厚生労働省「令和３年度介護報酬改定における改定事項について」抜粋） 

【留意点】 

・ 個別機能訓練加算（Ⅱ）について、利用者ごとの個別機能訓練計画の内容等の情報を厚生労

働省に提出し、機能訓練の実施に当たって、当該情報その他機能訓練の適切かつ有効な実施の

ために必要な情報を活用していること。 
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⑦ ＡＤＬ維持等加算【通所介護・地域密着型通所介護・（介護予防）認知症対応型通所介

護】（令和３年度一部改正） 
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（厚生労働省「令和３年度介護報酬改定における改定事項について」抜粋） 

 

（令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Ｖｏｌ．５）（令和３年４月９日）） 

 

〇 ＡＤＬ維持等加算(Ⅰ)・(Ⅱ)について 

問５ ＡＤＬの評価は、一定の研修を受けた者により、Barthel Index（以下「ＢＩ」と

いう。）を用いて行うとあるが、「一定の研修」とはなにか。 

（答） 

・ 一定の研修とは、様々な主体によって実施されるＢＩの測定方法に係る研修を受講す

る こ と や 、 厚 生 労 働 省 に お い て 作 成 予 定 の Ｂ Ｉ に 関 す る マ ニ ュ ア ル （

https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00037.html）及びＢＩの測定につい

ての動画等を用いて、ＢＩの測定方法を学習することなどが考えられる。 

・ また、事業所は、ＢＩによる評価を行う職員を、外部・内部の理学療法士、作業療法

士、言語聴覚士から指導を受ける研修に定期的に参加させ、その参加履歴を管理するこ

となどによりＢＩの測定について、適切な質の管理を図る必要がある。加えて、これま

でＢＩによる評価を実施したことがない職員が、はじめて評価を行う場合には、理学療

法士等の同席の下で実施する等の対応を行わねばならない。 
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⑧ 栄養アセスメント加算【通所介護・地域密着型通所介護・（介護予防）認知症対応型通

所介護】（令和３年度新設） 

（厚生労働省「令和３年度介護報酬改定における改定事項について」抜粋） 

 

（令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Ｖｏｌ．１０）（令和３年６月９日）） 

 

〇 栄養アセスメント加算について 

問１ 利用者が、複数の通所事業所等を利用している場合、栄養アセスメント加算の算定

事業者はどのように判断するのか。 

（答） 

利用者が、複数の通所事業所等を利用している場合は、栄養アセスメントを行う事業所

について、 

・ サービス担当者会議等で、利用者が利用している各種サービスと栄養状態との関連性

や実施時間の実績、利用者又は家族の希望等も踏まえて検討した上で、 

・ 介護支援専門員が事業所間の調整を行い、決定することとし、 

原則として、当該事業所が継続的に栄養アセスメントを実施すること。 
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⑨ 口腔・栄養スクリーニング加算・口腔機能向上加算【通所介護・地域密着型通所介護・

（介護予防）認知症対応型通所介護】（令和３年度一部改正） 

（厚生労働省「令和３年度介護報酬改定における改定事項について」抜粋） 

 

令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Ｖｏｌ．６）（令和３年４月１５日） 

 

○ 栄養改善加算・口腔機能向上加算について 

問３３ それぞれ別の通所介護・通所リハビリテーション事業所にしている場合、それぞ

れの事業所で同時に栄養改善加算又は口腔機能向上加算を算定することはできるのか。 

（答） 

御指摘の件については、ケアマネジメントの過程で適切に判断されるものと認識してい

るが、①算定要件として、それぞれの加算に係る実施内容等を勘案の上、１事業所におけ

る請求回数に限度を設けていること、②２事業所において算定した場合の利用者負担等も

勘案すべきことから、それぞれの事業所で栄養改善加算又は口腔機能向上加算を算定する

ことは基本的には想定されない。 

※ 平成１８年４月改定関係Ｑ＆Ａ（Ｖｏｌ．４）（平成１８年５月２日）問１の修正。 
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⑩ 送迎減算【通所介護、地域密着型通所介護、（介護予防）認知症対応型通所介護】 

▲４７単位／片道 

利用者が自ら事業所に通う場合、利用者の家族等が事業所への送迎を行う場合など、当該      

事業所の従業者が利用者の居宅と事業所との間の送迎を実施していない場合は、片道につき

減算の対象となる。ただし、事業所と同一建物に居住する利用者等に対する減算の対象とな

っている場合には、当該減算の対象とはならない。 

 

（令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Ｖｏｌ．３）（令和３年３月２６日）） 

 

○ 送迎減算 

問３０ 訪問介護員等による送迎で通所サービスを利用する場合、介護報酬はどのよう算

定すればよいか。 

（答） 

・ 送迎については、通所サービスの介護報酬において評価しており、利用者の心身の状

況により通所サービスの事業所の送迎車を利用することができないなど特別な事情のな

い限り、訪問介護員等による送迎を別途訪問介護費として算定することはできない。 

・ ただし、利用者が、居宅から病院等の目的地を経由して通所サービスの事業所へ行く

場合や、通所サービスの事業所から病院等の目的地を経由して居宅へ帰る場合等、一定

の条件の下に、令和３年度から訪問介護費を算定することができることとする。 

・ なお、訪問介護員等により送迎が行われる場合、当該利用者が利用している通所サー

ビスの事業所の従業者が当該利用者の居宅と事業所間の送迎を実施していないため、送

迎減算が適用されることに留意すること。 

※ 指定基準、介護報酬等に関するＱ＆Ａ（平成１８年２月）問４８、平成１８年４月改

定関係Ｑ＆Ａ（ｖｏｌ．１）（平成１８年３月２２日）問５７は削除する。 
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⑪ リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養の取組の一体的な推進【通所介護・地域密

着型通所介護・（介護予防）認知症対応型通所介護】 

 

（厚生労働省「令和３年度介護報酬改定における改定事項について」抜粋） 

 

リハビリテーション・個別機能訓練、栄養管理及び口腔管理の実施について、基本的な考え

方並びに事務処理手順及び様式例が示されているので、別添資料を参照すること。（別添３「

リハビリテーション・個別機能訓練、栄養管理及び口腔管理の実施に関する基本的な考え方並

びに事務処理手順及び様式例の提示について」） 
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２ （介護予防）通所リハビリテーション 

 

（１）人員に関する基準 

従業員の員数 

（令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Ｖｏｌ．２）（令和３年３月２３日）） 

 

〇 人員の配置 

問２７ 医師の勤務時間の取扱いについて、併設の通所リハビリテーション事業所等のリ

ハビリテーション会議に参加している時間や、リハビリテーションマネジメント加算（

Ａ）又は（Ｂ）を取得している場合であって、医師が通所リハビリテーション計画等に

ついて本人又は家族に対する説明等に要する時間については、病院、診療所及び介護老

人保健施設、介護医療院の医師の人員基準の算定外となるのか。 

（答） 

人員基準の算定に含めることとする。 

 

※ 平成２７年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Ｖｏｌ．１）（平成２７年４月１日）問

９４の修正。 

○ リハビリテーション会議 

問２８ 通所リハビリテーションの提供時間中にリハビリテーション会議を開催する場

合、当該会議に要する時間は人員基準の算定に含めてよいか。 

また、リハビリテーション会議を事業所以外の場所で開催する場合も人員基準の算定

に含めてよいか。 

（答） 

・ 通所リハビリテーションの提供時間中に事業所内でリハビリテーション会議を開催す

る場合は、人員基準の算定に含めることができる。 

・ リハビリテーション会議の実施場所が事業所外の場合は、人員基準の算定に含めな

い。 

・ リハビリテーション提供体制加算に定める理学療法士等の配置についても同様に扱

う。 

・ また、利用者のサービス提供時間中にリハビリテーション会議を実施して差し支えな

い。 

※ 平成２７年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Ｖｏｌ．１）（平成２７年４月１日）問

９７の修正。 

 

（２）運営に関する基準 

  地域との連携等 

  １－（２）参照のこと。 
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（３）報酬に関する基準 

 ① 事業所規模 

ａ １－（３）－①－ａ参照のこと。 

 

ｂ 事業所規模のチェック方法に大きな変更はないが、報酬改定（下記（※）参照）に基づ

き、各月の利用延人員数及び前年度の１月当たりの平均利用延人員数の算定の補助用とし

て国より新様式「利用延人員数計算シート」が示されている。（別添２のとおり） 

なお、当該様式の指導監査課ホームページ掲載場所は以下のとおり。 

 

トップページ > 事業者 > 福祉 > 介護サービス事業者の方へ >  

（介護予防）通所リハビリテーションの介護給付費算定に係る体制等に関する届出 

（ページ番号：１０２５７４７） 

 

（※）「通所介護等において感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の減少が一定

以上生じている場合の評価に係る基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の

提示について」（老認発０３１６第４号・老老発０３１６第３号令和３年３月１６

日厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課長、老人保健課長連名通知） 

 

ｃ １－（３）－①－ｃ参照のこと。 

 

【指導事例】 

１－（３）－①参照のこと。 
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② 入浴介助加算（令和３年度一部改正） 

（厚生労働省「令和３年度介護報酬改定における改定事項について」抜粋） 

【留意点】 

・ 入浴介助加算（Ⅰ）は、入浴中の利用者の観察を含む介助を行う場合について算定される

ものであるが、この場合の「観察」とは、自立生活支援のための見守り的援助のことであり、

利用者の自立支援や日常生活動作能力などの向上のために、利用者自身の力で入浴し、必要

に応じて介助、転倒予防のための声かけ、気分の確認などを行うことにより、結果として、

身体に直接接触する介助を行わなかった場合についても、加算の対象となるものであること。

なお、この場合の入浴には、利用者の自立生活を支援する上で最適と考えられる入浴手法が、

部分浴（シャワー浴）や清拭である場合は、これを含むものとする。 

・ 通所リハビリテーション計画上、入浴の提供が位置付けられている場合に、利用者側の事

情により、入浴を実施しなかった場合については、加算を算定できない。 

・ 入浴介助加算（Ⅱ）について、個別の入浴計画に相当する内容を通所リハビリテーション

計画の中に記載する場合は、その記載をもって個別の入浴計画の作成に代えることができる。 

 

令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａについては１－（３）－④参照のこと。 
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③ リハビリテーションマネジメント加算（令和３年度一部改正） 
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（厚生労働省「令和３年度介護報酬改定における改定事項について」抜粋） 
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【留意点】 

・ 指定通所リハビリテーションにおけるリハビリテーションマネジメント加算の算定におい

て、当該計画に係る利用者の同意を得た日の属する月から起算して６月間を超えた場合であ

って、指定通所リハビリテーションのサービスを終了後に、病院等への入院又は他の居宅

サービス等の利用を経て、同一の指定通所リハビリテーション事業所を再度利用した場度

利用した場合は、リハビリテーションマネジメント加算Ａイ（１）又はロ（１）若しくは

Ｂイ（１）又はロ（１）（※６月以内）を再算定することはできず、リハビリテーション

マネジメント加算Ａイ（２）又はロ（２）若しくはＢイ（２）又はロ（２）（※６月超）

を算定すること。 

ただし、疾病が再発するなどにより入院が必要になった状態又は医師が集中的な医学的管

理を含めた支援が必要と判断した等の状態の変化に伴う、やむを得ない理由がある場合であ

って、利用者又は家族が合意した場合には、この限りでない。 

 

④ 栄養アセスメント加算（令和３年度新設） 

１－（３）－⑧参照のこと。 

 

⑤ 口腔・栄養スクリーニング加算・口腔機能向上加算（令和３年度一部改正） 

１－（３）－⑨参照のこと。 

 

⑥ 送迎減算 

 １－（３）－⑩参照のこと。 

 

⑦ 利用開始した月から１２月を超えた場合の減算【介護予防通所リハビリテーション】（

令和３年度新設） 

利用者に対して、指定介護予防通所リハビリテーションの利用を開始した日の属する月

から起算して１２月を超えて指定介護予防通所リハビリテーションを行う場合は、１月に

つき次に掲げる単位数を所定単位数から減算する。 

指定介護予防通所リハビリテーションの利用が１２月を超える場合は、指定介護予防通

所リハビリテーション費から要支援１の場合２０単位、要支援２の場合４０単位減算する。

なお、入院による中断があり、医師の指示内容に変更がある場合は、新たに利用が開始さ

れたものとする。また、本取扱いについては、令和３年４月から起算して１２月を超え

る場合から適用されるものであること。 

 

（令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Ｖｏｌ．３）（令和３年３月２６日）） 

 

〇 利用開始した月から１２月を超えた場合の減算 

問１２１ 介護予防訪問・通所リハビリテーション及び介護予防訪問看護からの理学療法

士・作業療法士・言語聴覚士による訪問について、当該事業所においてサービスを継続

しているが、要介護認定の状態から要支援認定へ変更となった場合の取扱如何。 



Ⅲ 通所系サービス 
 

Ⅲ－32 
 

（答） 

・ 法第１９条第２項に規定する要支援認定の効力が生じた日が属する月をもって、利用

が開始されたものとする。 

・ ただし、要支援の区分が変更された場合（要支援１から要支援２への変更及び要支援

２から要支援１への変更）はサービスの利用が継続されているものとみなす。 

令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Ｖｏｌ．６）（令和３年４月１５日） 

 

○ 利用開始した月から１２月を超えた場合の減算 

問４ 介護予防訪問・通所リハビリテーション及び介護予防訪問看護からの理学療法士・

作業療法士・言語聴覚士による訪問について、１２月以上継続した場合の減算起算の開

始時点はいつとなるのか。また、１２月の計算方法は如何。 

（答） 

・ 当該サービスを利用開始した日が属する月となる。 

・ 当該事業所のサービスを利用された月を合計したものを利用期間とする。 

 

⑧ リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養の取組の一体的な推進 

１－（３）－⑪参照のこと。 

 


